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研究成果の概要（和文）： ローマ帝国がガリアを支配していた時代からドイツの領邦が強化さ

れる中世後期の時代まで、ドイツの王権と諸侯との関係がどのように変化し、王や諸侯の統治

システムがどのように変化していったかを検討した。次の７つの時期、すなわち、（1）フラン

ク支配以前（古ゲルマン時代）、（2）フランク時代、（3）東フランク王国と領邦の時代、（4）

ザクセン朝の時代、（5）叙任権闘争の時代、（6）シュタウフェン朝の時代、（7）中世後期、に

分けて作業を進めた。 

 
研究成果の概要（英文）： I have examined how the relationship between the kings and the 

territorial princes, as well as their administrative systems, changed in Germany from the 

Roman period until the late Middle Ages, including those periods of Germanic kingdoms 

before the Franks' expansion, of the Frankish kingdoms, of the East Frankish Kingdom 

and principalities, of the Saxon dynasty, of the Investiture Contest, of the Hohenstaufen 

dynasty, and of the late Middle Ages. 
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１．研究開始当初の背景 

 私は、30 年ほど前、異文化交流・接触への
関心から、アラブ・イスラム文化、ギリシャ・
ビザンツ文化、ラテン・キリスト教文化が並

存した中世シチリアの研究を始め、地中海の
三つの文化圏（アラブ・イスラム文化圏、ギ
リシャ・ビザンツ文化圏、ラテン・キリスト
教文化圏）を比較し、それらを包括的に認識
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するための枠組みを作ろうとしてきた。より
具体的に言うならば、シチリアに残存するア
ラビア語、ギリシャ語、ラテン語の史料を照
合し、三つの文化的要素を同時に処理するこ
とにより、分断され独立した伝統的ヨーロッ
パ研究、ビザンツ研究、イスラム研究を接合
しようとしてきた。 

 しかし、その過程で、異なる文化圏を比較
するための大きな障害と出会った。それは、
ヨーロッパにおける研究の自国中心主義で
ある。ヨーロッパにおける歴史研究の基本的
な枠組みは 19 世紀の自国史研究の中で作ら
れたため、西欧全体を認識の対象とする場合
にも、限られた特定の国や地域の研究成果に
基づいた議論を行ってきた。このパターンは
現在に至るまで変わっておらず、いまだに西
欧全体の変化を整合的に説明できる体系は
欧米でも日本でも構築されていない。 

 たとえば、西欧各国のどの学界を見ても、
中世史研究が自国史研究の一部として行な
われてきたため、自国を中心とする地域に関
する研究の蓄積に比して、多地域との比較研
究や多地域を含めた規模での研究が驚くほ
ど少ない。商業や文化・宗教など必然的に広
領域を扱わざるを得ないテーマを除けば、現
実には、近代以降の国家の枠組みを越えた研
究はほとんど存在していないのである。 

 この問題の重要性を自覚した私は、十数年
前から「中世期の西欧（シチリア・南イタリ
ア、フランス、イギリス、ドイツ、スペイン）
の統治システムの比較研究」に取り組んでき
た。大学院の授業で一年に一つずつ、それぞ
れの統治システムを検討し、この問題の存在
と重要性を再確認することができた。この授
業のための準備が当研究の予備作業の役割
を果たしている。二十数年来研究してきたシ
チリア・南イタリアの統治システムの研究が
この比較研究の重要な核をなすが、これまで
に、フランスの統治システム（平成 7 年度国
際交流基金フェローシップ事業助成金「13

世紀におけるフランス地方行政制度の確立
過程」；平成 7 年度村田学術振興財団研究助
成「中世フランスの統治システムー中世西欧
の統治システムの比較研究ー」；平成 9～11

年度基盤研究 (C) (2) 「中世フランスの王権
と諸侯ー統治システムの比較研究ー」）と、
イギリスの統治システム（平成 14～17 年度
基盤研究 (C) (2)「中世イギリスの統治システ
ムー中世西欧の統治システムの比較研究
ー」）の検討をほぼ終えることができた。平
成 19～21 年度の 3 年間に、ドイツ中世の統
治システムの検討を行い、この比較研究を進
めたいというのが当研究の背景である。 

 

２．研究の目的 

 当研究では、ローマ帝国がガリアを支配し
ていた時代からドイツの領邦が強化される

中世後期の時代まで、ドイツの王権と諸侯と
の関係がどのように変化し、王や諸侯の統治
システムがどのように変化していったかを
明らかにする。他の国の歴史と同じく、ドイ
ツの場合も、19 世紀以後、ドイツという国の
起源を探るという関心のもとで研究が進め
られてきたために、中世にもドイツが存在し
たかのように歴史が語られ、議論される。し
かし、ドイツという国は、アプリオリに存在
したわけではない。 

 現在、ドイツという国があり、また、地理
的枠組みとして「ドイツ」という言葉が使わ
れている以上、この言葉を使わずにこの地域
の過去を説明することは難しい。しかし、現
在ドイツと呼ばれている地域は、過去に現在
と同じ政治的枠組みを有していたわけでは
ないし、一つのまとまりを有していたわけで
もない。この地域では、他の地域と同じよう
に、大小さまざまの人的集団が形作られ、そ
れらの人的集団が離合集散を繰り返しなが
ら、歴史を形作ってきたのである。その人的
集団の離合集散の実態と変化を、政治的まと
まりという観点から明らかにするのが、本応
募研究の目的である。 

 西欧中世の統治システムの比較という研
究は、わが国のみならず欧米学界においても
ほとんど存在していない状況であり、当研究
は、西欧中世史研究、西欧史研究に大きな貢
献を行うことになると確信している。また、
グローバル市場の成立や政治的分裂・統合の
中で、国家のあり方が厳しく問われている現
在のヨーロッパを理解するための、基本的な
枠組みを提示することができると信じてい
る。 

 

３．研究の方法 

 当研究は、私の長期の研究テーマである
「西欧中世の統治システムの比較研究」の一
部をなす。これまで集中的に行ってきたシチ
リア・南イタリアの統治システム、フランス
の統治システム、中世イングランドの統治シ
ステムとの比較を前提に、中世ドイツの統治
システムの検討を行う。中世ドイツの統治シ
ステムに関する研究の蓄積は膨大だが、当研
究は、他の西欧中世の君主国との比較を目的
としているため、シチリアやフランス、イギ
リスの統治システムと比較・検討しながら、
その異なる点を明らかにするつもりである。
当研究は、文献調査・史料調査であるため、
作業の大部分が史料を読み、研究文献を検討
する作業となる。 
 文献・史料の蒐集は、イタリアやフランス、
イギリスも含めて広く行う予定である。日本
で入手できるものはコピー等で利用し、日本
国内の図書館に所蔵されていない資料や文
献は、国外の図書館・文書館からコピー、マ
イクロフィルムなどで取り寄せる。ＣＤなど



 

 

で利用可能な史料は、入手する。相当数の文
献・史料を限られた時間の中で検討し、効率
的に情報を整理する必要があるため、データ
ベースの操作、史料情報の整理のためのプロ
グラムを購入するなどして、コンピューター
環境を整備する。また、少なくとも年に一度
は、ヨーロッパでの現地調査、史料調査を行
う。 
 中世ドイツの統治システムを、次の７つの
時期、すなわち、（1）フランク支配以前（古
ゲルマン時代）、（2）フランク時代、（3）東
フランク王国と領邦の時代、（4）ザクセン朝
の時代、（5）叙任権闘争の時代、（6）シュタ
ウフェン朝の時代、（7）中世後期、に分けて
作業を進める。 
 平成 19年度は、（1）フランク支配以前（古
ゲルマン時代）、（2）フランク時代、（3）東
フランク王国と領邦の時代、を重点的に調査
する。 
（1）フランク支配以前（古ゲルマン時代）
については、ローマ人によって記された史料
（『ガリア戦記』や『ゲルマーニア』など）
やゲルマンの法典（『サリカ法典』など）の
言葉の意味内容の再検討や考古学的調査に
より、これまで考えられてきたゲルマン部族
集団、ゲルマン社会の構造が現在大幅に見直
されつつある。最新の研究を吟味しながら、
史料を再検討し、ゲルマニア（おおむね現在
のドイツにあたる地域）にどのような人的集
団が存在し、どのような統治システムを有し
ていたかを、可能なかぎり明らかにしたいと
思う。ローマ史料の中に出てくる princeps、
rex、dux、magistratus などの言葉が、現実に
ゲルマニアの何（あるいは、どのような人）
を指していたかが、解決すべき重要な問題と
なる。 
（2）フランク時代については、フランク人
が書いたものが基本的な史料である。従って、
この時代のドイツの状況は、フランク人の目
を通してしか知ることができない。ライン川
東岸（現在のドイツ）の地域は、メロヴィン
グ朝期にはフランク人によって間接的にコ
ントロールされ、カロリング朝期にはより直
接的に支配されていたが、その地域の人々は、
アレマン人、バイエルン人、ザクセン人、テ
ューリンゲン人、オスト・フランケン人と呼
ばれている。これらの名称で呼ばれる人々が、
実際にはどのような人的集団を構成し、それ
らの人的集団がどのような統治形態を有し
ていたかを明らかにしたいと思う。カロリン
グ朝期にフランク王国に併合された後の時
代については、フランク王国の統治システム
の中でこの地域がどのように位置づけられ
ていたかを検討する。この時代については、
多くの年代記、証書史料が残されている。 
（3）東フランク王国と領邦の時代は、シャ
ルルマーニュの死後まもなくして、王国が分

裂し王権が弱体化し、広域秩序が失われてい
った時代である。この時代については、時代
を下るにつれて史料が大幅に減少していく。
東フランク王国の時代については、王権と諸
侯との関係、王の統治システムを検討する。
王権が衰退し、領邦君主（公、伯など）が力
をもつようになって以後は、この領邦君主の
性格、領邦君主と王権との関係が中心テーマ
となる。領邦君主と城主との関係がどのよう
に変化していったかも、地域による違いを含
めて明らかにしたい。 
 平成 20年度は、（4）ザクセン朝の時代、（5）
叙任権闘争の時代、（6）シュタウフェン朝の
時代、を重点的に調査する。 
（4）ザクセン朝の時代は、侵入するマジャ
ール人を撃退するために、王権を中心に旧東
フランク王国がまとまり、王権が強化された
後の時代である。ザクセン朝二代目の王オッ
トー一世が 962 年に皇帝に即位し、神聖ロー
マ帝国が成立した。このザクセン朝に関して
は、G. Althoff や H. Keller のように国家なき時
代と見る研究者もいるが、王（皇帝）の統治
がどのような形でどの範囲にわたって行わ
れていたか、また、王と有力諸侯との関係の
実態はどうであったかを、できるかぎり明ら
かにしたい。 

（5）叙任権闘争の時代は、皇帝と教皇が対
立し、ドイツ国内が戦乱状態に陥った時代で
ある。王権は弱体化し、諸侯が影響力を増し、
王国内の分権化が進んでいく。この時代は、
ドイツの国制の大きな転換期と位置づけら
れているが(J. Fleckenstein, hrsg., Investitur- 

streit und Reichsverfassung, Sigmaringen 1973; 

S. Weinfurter, Herrschaft und Reich der Salier. 

Grundlinien einer Umbruchsseit, Sigmaringen 

1191)、実際に王の統治システムにどのよう
な変化が生じ、政治的枠組みがどのように組
み代わったかを検討する予定である。 
（6）シュタウフェン朝の時代は、かつて、
ドイツ中世史の中で最も研究の盛んな時代
であった。ドイツの分権的国制の起源を探る
という問題意識をもつ研究が多いが、シチリ
ア王国との関係抜きにこの時代を理解する
ことはできない（ハインリヒ六世はシチリア
王となり、パレルモで育ったその息子フリー
ドリヒ二世はシチリア王ののち、ドイツ王と
なった）。この時代については、ドイツ王国
という枠組みを超えた、王の統治システムを
明らかにする予定である。 
 平成 21年度は、（7）中世後期、を重点的
に調査する。13 世紀後半から 15 世紀までを
扱う予定だが、王の統治システムだけでなく、
ドイツ内の主要な領邦君主の統治システム
が検討の対象となる。各領邦君主がどのよう
な統治システムを有していたかを明らかに
することだ第一の目標だが、それらに共通す
るものと共通しないものを明らかにしたい



 

 

と考えている。 
 
４．研究成果 
【平成 19年度】 
（1）フランク支配以前（古ゲルマン時代）
については、最新のものを含むこれまでの研
究を参照しながら、ローマ人によって記され
た史料（『ガリア戦記』や『ゲルマーニア』
など）やゲルマンの法典（『サリカ法典』な
ど）を再検討し、ゲルマニア（おおむね現在
のドイツにあたる地域）にどのような人的集
団が存在し、どのような統治システムを有し
ていたかを検討した。 
（2）フランク時代については、研究文献と
史料を検討しながら、ライン川東岸（現在の
ドイツ）の地域のアレマン人、バイエルン人、
ザクセン人、テューリンゲン人、オスト・フ
ランケン人と呼ばれる人々が、どのような人
的集団を構成し、それらの人的集団がどのよ
うな統治システムを有していたかを検討し
た。 
（3）東フランク王国の時代については、や
はり、研究文献を参照しながら史料を検討し、
王権と諸侯との関係、王の統治システムを重
点的に調査した。王権が衰退し、領邦君主（公、
伯など）が力をもつようになって以後は、こ
の領邦君主の性格、領邦君主と王権との関係、
領邦君主と城主との関係がどのように変化
していったを検討した。 
 
【平成 20年度】 
（4）ザクセン朝に関しては、王（皇帝）の
統治の範囲、また、王と有力諸侯との関係を
検討し、王の統治において、王との友誼関係
amitia や近しさ familiaritas などの人的紐帯が
大きな機能を果たしていたこと、有力諸侯の
独立性の強さを確認した。 

（5）叙任権闘争の時代については、叙任権
闘争によってドイツ王の統治システムにど
のような変化が生じ、政治的枠組みがどのよ
うに組み代わったかを検討したが、帝国教会
に対する王権の支配は弱まったが、帝国教会
は王権の権力基盤であり続けたことが明ら
かとなった。 
（6）シュタウフェン朝の時代については、
フリードリヒ 1 世とフリードリヒ 2 世（及び
その息子ハインリヒ 7 世）の統治に焦点を当
て、その統治システムを検討した。 
 
【平成 21年度】 
（7）大空位時代（1257～73）後のルドルフ・
フォン・ハプスブルクによる帝国領回収政策
の実態と新たな統治システムの構築の検討
を行い、ルドルフは、フリードリヒ 2世の廃
位以降の譲渡を無効とし、返還を要求したが、
武力を行使した例は少なく、ほとんどは特権
の確認と授与を行ったにすぎないことが判

明した。 
 さらに、カール 4世の「金印勅書」（1356）
が国王統治システムと領邦君主の統治シス
テムに対して与えた影響の検討し、金印勅書
は既存の法令や文書を集めたものにすぎな
かったが、選帝侯による国王選挙の制度を定
めることにより、国王と諸侯とのあいだの対
立関係を固定化する役割を果たしたことが
明らかとなった。 
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